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個別課題へのプロアクティブな生徒指導
～生徒指導提要の改訂をうけて～

板橋区教育委員会指導室長 氣田 眞由美



板橋区がめざす最上位目標

教育の板橋！！の実現



板橋区教育ビジョン２０２５

めざす将来像
‟いきいき子ども！あたたか家族！はつらつ先生！”

地域が支える教育の板橋

‟学び合う、学び続ける人づくり！ ”

地域を創る教育の板橋



板橋教育ビジョン２０２５における

児童生徒に求める資質・能力
〇主体的に課題を発見し、解決に導く力

〇協働して課題解決に取り組む力

〇失敗を恐れずにチャレンジする力

校則においても、児童生徒が主体的に考え、

行動できるようにしたい！！



本区がめざす将来像（人間像）

キーワード

自 立 貢 献 共 生
創 造

自立した人間として、社会に貢献し、
地球市民として共生に努めながら、
新たな価値を創造する人間



いたばし学び支援プラン２０２５

〇教育ビジョンの取組を具現化するための４年間の具体的なアクション
プログラム

〇本区がめざす社会教育・家庭教育・学校教育の４つの柱と９つの重点施策

４つの柱

〇保幼小接続・小中一貫教育の推進

〇板橋区コミュニティ・スクール（iCS）の推進

〇学校における働き方＝働き甲斐改革

〇誰一人取り残さないための居場所づくり



校則の見直しに向けて

３つの背景

①次世代の学校づくり

➁子どもの権利の尊重

③生徒指導提要の改訂



①次世代の学校づくり



「次世代の学校づくり」キーワード

３Sと１G

Society5.0（ビジョン）
SDGs（コンテンツ）
STEAM（メソッド）
GIGA（ツール）



➁子どもの権利の尊重

〇児童の権利に関する条約（平成元年11月）

①差別禁止

➁児童の最善の利益

③生命・生存・発達に対する権利

④意見を表明する権利

〇子ども基本法（令和４年６月）

・意見を表明する機会の確保

・その意見が尊重されること



③生徒指導提要改訂
３.６.１（１）校則の意義・位置付け

【校則の意義】

〇児童生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長していく

ために設けられるもの

【校則の位置付け】

〇社会通念上合理的と認められる範囲において、教育目標の実現

という観点から校長が定めるもの

〇児童生徒個人の能力や自主性を伸ばすものとなるように配慮



③生徒指導提要改訂
３.６.１（２）校則の運用

【校則の運用】

「校則を守らせることばかりにこだわることなく、何のために
設けたきまりであるのか、教職員がその背景や理由についても
理解しつつ、児童生徒が自分事としてその意味を理解して自主
的に校則を守るように指導していく」

守らせる ⇒ 自主的に守る へ

【校則の見える化】

普段から学校内外の関係者が見られるように学校のホームペー
ジ等に公開



３.６.１（3）校則の見直し

【校則の見直し】

〇学校の教育目的に照らして適切な内容か

〇現状に合う内容に変更する必要がないか

〇本当に必要なものか

絶えず見直すこと

〇校則によってマイナスの影響を受けている児童生徒はいないか

いる場合にはどのような点に配慮が必要であるかを検証

③生徒指導提要改訂



③生徒指導提要改訂
３.６.１（４）児童生徒の参画

【児童生徒の参画】

校則の見直しの過程に児童生徒自身が参画すること

参 加 ではなく → 参 画

校則の意義の理解

自ら校則を守ろうとする意識の醸成

意見の表明

身近な課題を自ら解決する態度



校則に関する本区の実態
数年前まで・・・

〇根拠のない校則やきまり

・肌着や下着、靴下の色、ワンポイントやラインの指定、
くるぶしの見える靴下不可、頭髪の色、髪は黒か紺のゴム
で結わく、ツーブロック禁止等

・異装によって下校させる、授業に参加させず別室指導等

「なぜ、そうでないといけないのか・・・」説明できない

「校則・きまりだから・・・」「守るのは当たり前」



ファーストペンギンの中学校

【A中学校】

校則は「Be Gentleman 紳士であれ」

※「紳士」：男女に関係なく、知性に富み、礼儀正しく、思いやりにあふれる人

「あじみこし」（挨拶・時間・身だしなみ・言葉遣い・姿勢）☜社会で必要とされる

【B中学校】

校則から髪型や服装等の細かい規定を廃止→生徒と教員が話し合って決定

生徒服装規定＜標準服・体操着・私服＞のいずれかを選んで着用
「スマートフォン学校持ち込みに関するルール」→生徒が決定



教育委員会として

〇他校にも追随してほしい！！

〇校長会や学校訪問時等で紹介や呼びかけ

しかしながら・・・

「生徒に任せて決めさせるなんてとんでもない」

「好き勝手な考えが出てきて収拾がつかなくなる」

「管理できず、生徒が荒れる」



そこで・・・
教育委員会のリーダーシップが必要

区全体としての取組へ！！

①区の管理運営規則の改正

②「校則の見直しに関するガイドライン」の制定



区の管理運営規則の改正
改正後 改正前

○東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則 ○東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則

昭和53年９月29日東京都板橋区教育委員会規則第６号 昭和53年９月29日東京都板橋区教育委員会規則第６号

東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則 東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則

（学校規程の制定）

（新設）

第26条 校長は、必要かつ合理的な範囲内で校
則その他学校規程を制定することができる。

校則についての規程を明記

（２）校長は、校則の制定又は改廃に、教職員、
児童生徒及び保護者を参画させるとともに、
校則を公表するものとする。

（委任） （委任）

第27条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。 第26条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

付 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。



校則の見直しガイドラインの制定
①



校則の見直しガイドラインの制定②



校則の見直しガイドラインの制定③



「ガイドライン」の柱

※生徒指導提要の改訂をうけて

〇毎年、少なくとも年１回の見直し

〇見直しの仕組づくり → 児童生徒・保護者・地域に周知

〇児童生徒の参画

〇CS委員会等での熟議（意見の聴取等）

〇学校HPに掲載

子どもの声・子どもの主体性を尊重！！

学校・保護者・地域の協働！！



プロアクティブな生徒指導の現状と課題
【現状】

〇目の前の課題に対応する課題解決的な指導に偏りがち

〇「児童生徒が自発的・主体的に自らを発達させる過程
を学校や教職員が支えていく」という意識が十分でない。

〇「全ての児童生徒を対象に、学校の教育目標の実現に向
けて全ての教育活動において進められる生徒指導」である
という理解がまだ十分図られていない。

【課題】

教員のプロアクティブな生徒指導への理解と意識改革！



プロアクティブな生徒指導に向けて

本区が力を入れていること

〇全区体制での特別活動の充実

〇総合的な学習の時間を核とした探究的な学習
を通して、小中一貫教育の推進

〇アセスメントを活用した学級経営の充実



全区体制での特別活動の充実
〇特別活動の目標

様々な集団活動に自主的、実践的に取り組み、互いのよさ

や可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決

することを通して、資質・能力を育成する。

①人間関係形成 ②社会参画 ③自己実現

まさに・・・

〇生徒指導の目的

児童生徒一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的

資質・能力の発達を支える。



「いたばし学級活動の日」を実施
〇令和４年度から実施

〇令和５年度は

令和６年１月２０日（土）土曜授業プラン

全区立小中学校７４校が学級活動の授業を公開

授業後、保護者・地域等から意見を聞く

自分たちの学校・学級は、自分たちの力で創る（創造）！！

子どもにとって身近な社会である学校、その社会の創り手は子どもたち

校則・きまり等を変えていく経験は、やがて社会を変えていく、変えていけ
るという自信に！



探究的な学習の充実
〇総合的な学習の時間の目標

自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題
を解決する資質や能力を育成するとともに、自己の生き方を考えることが
できるようにする。

【探究的な学習の過程】

①課題設定②情報の収集③整理・分析④まとめ・表現 ☞自己指導能力

自発的・自律的な学習が進められるように、教員が伴走して適切な指導を
して学びを支える。

まさに・・・

発達支持的生徒指導



アセスメントを活用した学級経営

〇年２回 学級満足度調査実施

・学校生活における児童生徒の満足感や意欲

・学級集団の状態の把握

いじめ・不登校、学級の荒れ等の未然防止



魅力ある学校・学級をめざす

〇学校・学級は安全・安心な居場所

☞ 誰一人取り残さない

〇学校・学級は一人一人の子どもが

自己実現できる学び舎

☞ わかる・できる・楽しい授業の工夫



ご清聴ありがとうございました。
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